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突
す
可

',
&

諸
：國

.
の
間

G

代
表
的

.委
»

會
4

組
織
し
、委
員
會
は 

對
«

.諸

«

.權
國
の
爲
め
に
、信

r e

翁
た
る
.地
位
に
立

.
ち
、
恰
も
信

r e
.業
#

* >

社
.债
券

の
擔
保

物

^
：
 

對
す

る
芩
0

様
の
：
態

度
を
：
以

て.、
®

員
會
が
獨
逸

の
、國
：有

財

産

に

臨

，ま

ん

か

、以
て
國
際
化
せ
ら

筋
十
三
猃

(

七
三
，)

論
餽
講
和
に
俾
矣
濟
上
の
|(
0
聪 

.

5

»

-b
H



第
十
I

.

(

七
四

)

.
論

m

a

m

i

i

■

.

5
 

れ
た
る
獨
逸
國

f

信
用

s

f

ら
し
む
る
を
得

7

道

理

な

と

獨

逸

に

し

H

 

法
に
依
て
、償
金
に
對
す
る
國
债
を
倏
行
し
た
る
以
上
は
政
發
行
後
國
债
の
存

？

H

 

年
令
所

S

利
子

u

、
2

る
2

Q

m

f

る

念

f

.

す
7

、®

l ( 

て
此
支
拂
に
は

k

て
現
金
を
以
て
、之
れ
に
充
て
ざ
る
可
か
ら
ず
。

果
し
て
然
ら
ば
其
內
國
の 

經
濟
社
會
に
及
ぼ
す
影
咖

は
現
金
を
以
て
即
時
に
償
金
を
支
？

と
、公
憤
を
以

i

れ
を
支 

棚
ぅ
と
其
間

H

る
を
見

I

s

方
？

取
れ
ば

、
I

 

©
方
法
の
下
に
、

W

I

且
つ 

短
2

內
に

I

す
可

I

相
が
數
十
年
の
，
間
比
？

て
f

に
發
生
す
る
を
以
て

、
i

 

な
る

相
違
と
す

る
の

み
。

然
も

現
金
支
挪
の

場
合
に
は
、

現
金
挪

I

期
間
內
に
於
て
、公
.潰
の 

S

に
は
、
公
辑
元
利
金

I

の
.行
は
る
、

期
間

に
於
て
、猶
逸
は
結
局

償

金

を

受

領

す
.る
諸
國 

0
游

め
に

多
く

國
坟
を
，勞
働
せ
し
め

5

最
：
の
物
資
を
生
產

し
、
之
れ
を
諸
國
に

»

出
し
て

、
^

.て
伤
金
の
支
挪
に
當
ら

h

i
る
.可

：か

ら

ず

。」
償

金

を

受

領

す

る

諸

.國

は

此

期

間

獨

逸

人

を

し

て 

諸
國
奶
爲
め
に
勞
役
に
服
せ
じ
む
ノ
る
へ
名
の
に

外
な
I

る
ど
共
£

逸
は
此
勞
役
の
結
媒
た 

グ
>

資
を
多
く
夕
國
に
凤
へ
て
、以
て
償
金
の
交
拂
を
決
濟
す
る
に
至
る
：可
し
。

戰
资
細
通
の 

•

際
t

イ

t
 

f

な
.
る
.狀

良

に

射

移

す

可

き

や
、獨
逸

が

從

、來

國

際
®

借

に

於

て
、寶

權
«

%

の

狀
態
に
居
り
た
る
は
、海
運
業
の
：旺

®

に
#

:
ぅ
運
賃
の
收
入

S

海
外
移
住
民
の
送
金

S

に
依
れ 

る
も
の
な
办
。

::

苦
し
も

®

後
に
於
て
も

»

薺
の
此
入
に
依

.
て
、獅
逸
が
國
際
貨
借
上
、有
利
な
る 

地
.位
に
立
つ
を
得
る
こ
と
、戰
前
に
於
け
る
が
如
く
な
ら
ん
か
、現
金
を
以
て
僧
金
を
支
拂
ひ
、夂 

:
,
u償
^

と
し
て

^

^

諸
：國
に
交

#

し
た
る
公
偾
の
元
利
金
を
支
拂
ぅ
に

.當
ト
、國
際
货
借
に

0 

る
僙
權
の
收
入
を
振
替
ぅ
る
を
得
る
の
逍
理
な
ら
。
然
ら
ば
偾
金
の
支

.拂
は
獨
逸
に
依
て

.
K
 

«

は
る
、

乙〜

の
容
易
な
る
を
得
る
が
如
し

V
J

雛
も
、戰
.後
獨
逸
の
海
運
業
が
戰
前
ビ
同
欉
の

狀
態
に
居
る

は

之

を

_

む
可

か
ら

t

。
.
蓋
し
戰
前
斯
業
の
繁
昌
し
た
る
は
、本
國

«

民

地

間
に

.

.
 

i
.
.. 

.

.

.

.. 

. 

•

聯
絡
を
通
ず
る
の
必
要
あ
り
。

1

方
に
帝
國
の
海
取
ば
各
方
廊
の
航
路
に
對
し
て
完
全
な
る 

保
讓
を
供
し
た
る
の
結
舉
な
る

R

、今

—

や
,

和
條
約
に
於
て
、獨
逸
は
殖
说
地
を
喪
失
し
、加
ふ
る 

に
其
海

®:

力
に
も
制
限
を
加
へ

k

れ
ん
ビ
す

:0

斯
の
如
く
し
て
戰
後
海

運
，
業
の
發
逄
を
製
む 

は

至

難
の
業
な

X

す
.可
く
、一 

方
に
移

K

に
就
て
考
ふ
る
に
、獨
逸
國
网
の
經
濟
的

疲
弊

は
、
®
 

に
其
國
民
を
驅
つ
て
、海
外
に
移
住
す
る
に

'
至
：ら

し

む

る

が

，如

し
^

,

«も
、#
逸
國
民
に
對
す
汐 

反
感
の
世
界
到
る
所

.
に
：横
溢
す
，る
今

Q

に
於
て
、諸
國
は

M

し
て
獨

M

國
.民
を
收

容
し
て
®
等 

を
相
當
の
生
業
に
就
か

し
む
る
を
#
る
や
否
や

4

個
の
疑
間
ビ
せ
ざ
.る
可
か
ち
ず
。

/
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狀
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鐵
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四
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八
六
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n
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五
六
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三
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五
七
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三
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沉
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五 
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五
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七

輸
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二
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七
九
〇
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七
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「

ニ 

H
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三
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六
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七
八
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三
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七
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超

ニ
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四
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七
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S

八
七
'

三
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'

入

超
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？
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K

ち
必

&

西

：力
#

金
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c

'f

の
義
務
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負
ひ
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2

る
.問
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輸
出
超
過
の
事
相
を
貿
易
上

i

パ
し
、
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支
娜
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.
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^
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1

»
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^
 

て 
I

に
し

一
七
、俱
金
は
或
る
躍

f

で
、輸
沿
超
過
に
依

.て

.

I

は
れ

f

事
實
を
爭
ラ
可
が

I

。
.
今
|

 

合
：®

國
力
鄉
逸
に

I

を
赋

I

る
へ
に
當

i

傘
又
は
國
僙
の

'形

蒙

以

七

、之
を

I

す
る 

以
上
は
、
K

獨
逸
輸
出
資
揚

R

及
ぼ
す
影

#

が
往
年
舞
佛
戰
爭
に
潍
ぅ
償
金
决
濟
觜

©

こ
^
て 

「

f

 

®

s

f

及
ぼ

|

 

.る
も
の
ど
軌
を

'

一
f

可
I

、論

I

I

る
な

り

プ

:

■
 

.
'
i
l
l

 

:

. 

.

.

聯
含
國
の
間
に

-
於
て
は
、今
や

_

和
條
件
に
關
す
る
議
崎
漸
く
？

り
。

®

し
て
伐

4

 

國
に
釀
。成
せ
ら
れ

*

る
反

*

逸
_

し
く
は
排

_

逸
患
想
の

.

餘
S

ほ
減
す
る
に
？
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て 

和
條
約
に
於
て
、獅
逸
を

_

上
の
關
係

.に

於

て

腿

迫

し

、國
際
：經

濟

に

於

け

る

ニ

勢

力

と

：し 

て
、®

起
'
の

餘

力

な
.
f

し
め
ん

' 
ど
す

る

，の

意

嚮

頗

る

强

烈
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I
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0
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例
を
擊
ぐ
れ 
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は
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國
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ク
冲
ジ
ャ
ム
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v

1

レ
ッ

.
ト
、‘ド
、ゥ
ク
ン
典
の
：近

.業「

講
，和
き

.間
遊

|

見
る
に
、两
は
軸
逸 

• 

f

卷
：

(

七
.七)

へ
严
、説
：

.署
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l

上
0
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.

辩
1

t
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0
t
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(

七
八)

^
 

^
 
-
雜
に
忭
ぅ
經
濟
上
の
還 

0

^

0

七八 

に
對
し
て
、報
復
を
加
ふ
可
き
乙

W

を
虫
張
す
る
論
者
の

ft
fi

は
政
治
.的
報
復
と
經
濟
的

1

 

^

の
一
一
種
に
區
別
す
る
を
#

ベ
し
と
し
、而
し
て
經
濟
的

®

復
ギ

し
て

®

.
の
數
個
條
を
列
：擧
し

た
K
^
o 

.

バ

- 

.

一

W

合
諸
國
は

.呼
歐

.諸
國
に
對

.

.

.し.
て
、賀
易

±

の『

ボ
.
ィ
コ
'
.
.ツ
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J
i*
'
%

ふ
，る

.
こ
' 
r
 ̂

,(

ニ)

獅
逸
に
對
し
て
、自

1±
!

質
易
を
强

.制
す
る
こ

>」

。
.

(

三
}
ラ
ィ
ン
河
を
開
放
し
、列
國
の
爲
め
に
其
航
運
を

s

rt
i

R

す
る

i

と
。

(

四)

キ
I

ル
運
河
を
國
際
間
の
赞
理
に
移
す
乙
^
。

(

五)

偾
.金
を
赋
課
し
、今
後
數
十
年

•獅
逸
を
し
て
聯
合
爾
國
の
爲
め
に
.勞
役
せ
し
む

る

こ)
」

0 

以
上
の
諸
條
件
を
個
別
的
に

.
見
る
ビ
き
は
、

|»

和
條
#

ざ

し
て
、之
を

*

逸
に
識
す
る
に
就
て
、

相
常
の

®

*

あ
办
.
と
雜
も
、
M

.
に
全
體
の
相
關
す
る
點
に
就
て
云
は

:'

ん
か
、相
互
の
間
に
大

f

 

矛
盾
.あ
り
、又
著
し
き
杆
格
あ
る
こ
ビ
を
認
め
ざ
；る
を
得
す
。
聯
合
諸
國
が

.中
歐
：諸
.國
に
對
し 

.

て
-

,

#

>
ク「

ホ
ィ
コ
ツ
ー

」
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:

行
ひ
後
者
の
物
資

.
の
前

者

の，市
場
に
輸
入
せ

'
b

る
、
こ
と
を
遮 

斷
す
る
の
必
要
は
經
濟
的
報
復
の

®

要
手
段
と
し
て
、從
來
屢
冷
主
張
せ

.ら
れ

•た
る
所
な
り

0
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固
ょ
り

]1
-

^

の
^

贺
に
し
て
實

|
す
せ
ら
れ
た
り
と
せ
ん
か
、典
獨
逸
を
苦
し
む
る
こ
と
の

^
^

し
き
は
論
を
俟
％
す
と
雖

‘も
、同
時
に
聯
合
諸
國
も
亦
或
る
程
度
の
犠
牲
を
拂
ぅ
己
ど
を
强

a
 

ら
れ

ざ
る
や
否

や
、抑
も
亦
斯
る
方
策
は

'可
能
性
を
有
す
る
や
否
や
、共
に
攻
究

? :

重
ね
ざ
る
可 

一か
I
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此
點
に
關
す
る
断
案
を
得
る
に
は
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前
英
獨
兩
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國
の
間

S

て
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獨
兩
國
の
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於
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何
な
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*
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蛱
し
て
、數
倍
の
多
き
に

g

り
、
¥
 

分
即
ち

I

千
八
十
九

.萬

四
：千

硫
は
砂
糖
に
.し
て 

.る

可

き

供

給

を

求

：む

る

は

>困

雛

S
ち
と
す

可

C 

の

缺

乏

せ

る
.
狀

馏

に

依

で
.、之

を

知

る

を

得

ベ
し

'■
四
、九

::
:

'

六
、三 

六
、八

.
三
六
、五
'

四

-Q

、
一
 

.
四
'二
、六 

3£

六
、i

五
ニ
、三 

.

ょ

ぅ

輸

入

し

た

し
.て

輸

入

額

：1'

•JU八

九 四 ニ 八

I
n
'ニ

六 

_ 

二
七
、六 

二
八

二

七

,

る

所

は

、同

國

‘の
獅
逸
に
輸
出 

千
六

W

四
十
興
磅
の
六
割
七

英

國

が

此

輸

入

を

排

斥

せ

ん

か

、他

に

.之

に

代

.. 

\ 

.

 

.

.

.

其

I

班

は

戰

時

數

年
.
間
.に

於

げ

る

砂

糖

供

給 

V

第
一
一
類
M

料

品

中

、英

國

の

對

獅

糖

出

八
W

四
十
跑

0

の

六

雪

1
分
即
ち
五
齊
三
十
四

5

<

千
磅
は
石

I

し
せ
誕
國
石
炭
は
實
に

「

フ
ラ

ン
ク
：フ
ル
ト

」

に
於
て
獨
逸
石
炭

「

シ

ン

デ
牛
ケ
ー
ト

j

と
競
爭
し

.
て
、
其

販

路

を

維

：待

し9

>

あ

る

の
狀
態
な
る
を
以
七
、

5

.

給
杜
絕
は
獨
逸
の
エ
業
に
困
雛
を

‘
及
ぼ
す
の
所
以
た
る
可
し
。
第 

:

三
類
に
就

.て
は
、兩

I

關
係
最
も

S

 

J

千
九
百
十
三
年
獨
逸
の
英
國

I

 

出

し
*
る

化

學
H

«

;
品
は
鹽
酸

加

里
、曹

達
、
硝
石

を

加
'
へ

て
、百

八

十

三

藍

千

瞵

に

上
々
、
コ
ー 

，ル
タ
ー
與
料
亦
西
七

+

-

與
七
千
磅
を
數

へ
、一

方

に

電

氣

機

械

、
同

部

分

品

七

.
ナ

ニ

璐

千

磅

、屯

取

諸

機

械

夏

+

四
5

ハ
中
靡
の
：輸

出

ぁ
b

、鐵
、鋼

鐵

の

輸

出

七
'Is
,二
十
三
海
ニ
千
磅
亦

W

著

し
き
も
の
に
鵃
す
る

j

方
に
、英
國

の
對
獨
輸
出
は
綿
絲
、綿
布
、綿
製
品
の
七
西
五
十
ヒ
路
與
千 

矽
ビ
毛

«

.
絲

、
毛

織-;
#

の

八

砰

十

四
.
萬

七

千

磅

ど

を

0

て
、其

重

な

る

も

の

と

す

。

故

に

芎

ね
5
 

國
互

.(
:

旣
製
品
の
輸
出
入
を
拒
否
す
る
と
き
は
、英

國
は

化
學

エ
藝
品
の
供
給
に
於
て
、®
逸
ょ

原

1?
の
セ

給
を

W

ぐ
も

の
少
な
か
ら

す
、
英
國
が
殖
民

地
と
：協
力
し
て
、

是
等
原

料
品

の
®
逸 

1
0

す
る
供

4

を
杜

1

し

：
一

方

に

自

國

に

對

す
る

供
.給
を
豐
富
に
し

て
、以
て

獨
隹
に

e

つ
て 

是
等
製
品
の
販
路
を
奪
取
：せ
ん
か
、所
謂
經
濟

的
.I

の
手
段
た

る
を

得
る

が
如
し

^

離
も
、此 

手
段
を
取
る
爲
め

I

國
.先
づ
種
：々
の
犧
牲
を
忍
ば
ぎ
る

可
か

I

る

の

5

は
前
記
：諸
敬 

i

十
三
怨

•(

八

こ

d

m
.

蹯
沏
に
伸
ぅ
轉
上
の
遛

 

第

一

戤

八

」



第
十
三
怨

‘(

八
ご

)

酴

'
姚
講
和
に
作
ぅ
經
濟
上
み
間
組 

0
^
0 

'
二

宇
の
明
に
示
す
所
な
り
。

.

,

、

：

,
 

-
.
.

 

'
.
.
.
.
.
.
.

次
に
，千
九

H

十
三
年

^

.
於
け
る
獨
樣
兩
聲
貿
易
上
の
侧
係
食
左
の
パ
數
項
ね
區
別
す
る

J

 

は
-
兩
國
瓦

'̂

其

:«
_

女
爾

'
絕
す
る
己
ビ
に
侬
て
蒙

^

影
響
を
：明
に
：す
る

?:

得
べ
し

®

.

佛
掘
の
獨
逸
ょ

.
り
輸
入
す
る
貨
物

(

軍
位
西

'萬
法

)

S

炭

•

，

'
へ

、

1

六
：五
 

'

.

■

機
械
、同
部
分
品

. 

一 

n

r

l 

.

激
物
、穀
粉

. 

，
,

.

.

八
.
七
：

佛
國
の
獨
逸
に
輸
出
す
る
貨
物

(

單
位
同
上

)

牟
毛
、毛

M

釋
 

.

.五
b

、セ 

0
.

絲
、綿
赝
絲
： 

五

}、六 

鋼 

1

五
、

、佛
蘭

:®

に
し
て
獅
逸

—

石
炭
機
械
等
の
輸
入
を
拒
否
背
ん
か
契
國
は
之
に
代
つ
て
#
國 

に
是
等

.

資
の
販
路
を
擴
崔

.す

る
を
得
べ

•
ぐ
、毅
物
穀
粉
•に
就
て
も
亦
英
領
殖
民

 

就
を
し
て 

逸
に
代
ら
し
む
る
を
得
べ
し

^

雖
も
、佛
蘭
西
ぬ

i
f

し
て
獨
逸

.
の
供
給
を
杜
塞

,L

た
る
後

に

^

f '
i

m

一
 

程
度
に
於
て

舊

舉
I

を

得

るI

や

、
明

な
U

.

若

し

ぐ
は
英
領

.殖
民

地
£

て
獨
占
供
給
者
ま

^

海

I

國

互
i

出

入
I

み

其

關

係

の

讓

左

に

之

|

示

す

。

(

單

警

:

:*
«

の
翁
鄉

«

'.
»

:

佛
蘭

f

:

.

皮

革

類

义

八

、
六

.

'■
:
^
導
 

H

«

品

.

.

：

V 

J、、

七

街
の
對
獅
輸
出 

■
1

ニ
九
、九

織
パ

絲

四
>

!
ニ
九
、九 

ニ

三
、六

.

«
 

:

卜
：：'

，
ニ
：空

：
：

毛
：_
製
品

 

：ぺ
：
7「

リ

:

兩
國

S

に
輸
出
，
入
，
の
_

係
あ
る
貨
物
に
就
て
、其
.資
易 

事
業

I

護
す
ゐ

間
は
外
國

.
-.
0

输
入

I

て
、供
給
を
補
•充

す

る

を

要

す
可
く
、此

a

l

l

1

浓
i

 

(

八
三)

.

說

f

 

^

於
H

は
れ
ざ
る
間
は
、內
國

脇
.

說

.
議
權
K
.伴
う
■

上.0

翟
ノ
 

笫
J
1S

;:-:

八ン

.

■1

〇

、五

.

セ
ニ

.

を
遮
爾
せ
ん
か
、其
赭
義

.內
國
旣
存
、の
，
 

'{
:
'內
國
の
事
業
：

^
.
發

綠

を

_.隹

げ

ざ

る



(

八
询

)

'
;
'論
；
.
說

.

.識
和
1;

锌ぅ招濟ユ

0

_
題
'-
:
笫
：
5
 

八四
.

の
池

I

を
し
て
不
利
の
地
位
に
陷
ら
し
め
ざ
る
を
得
ざ
る
な
九
然
ち
ば

a

合
諸
國

M

內 

國
に
於
け
る
國
技
，生
活
ヒ
'の
利
害
に
顧
み
て
、®
逸
と
貿
易
上
の
關
係
を
絕
；づ
に
、何

S

躇
す 

る
も
の

.な
■
き
を
得
る
や

'

個
の

.
疑
問
ビ
す
可
し
。

而
し
て
前
記
經
濟
的
報
极
の
一
條
件
と
し 

て

,»

合

諸

國

は

獨

逸

'.に

自

曲

贸

易

を

强

制

す

可

し

V
J

云
ふ
。

之
を
强
制
す
る
は
、獅
逸
を
し
て 

聯
合
諸
國
の
爲
め
に
、典
市
，

®

を
關
放
し
、諸
國
の
物
資
の

.
■
逸
市
場
に
入
る
を
便
な
ら
し
む
る 

の
目
的
に
出
づ
る
も
の

^ *

る
可
し
ビ
雖
も
、斯
く
獨
逸
に
諸
國
の
物
資
’の
輸
入
せ
ら
れ
た

る

場

す
る

.や
、其
自
國
物
資
の
輸
出
を
以
て
せ
ざ
る
可
か 

は
ん
■
か
、第
，

I

ビ
第
一

一

の
個
條
は
明
に
矛
盾
.せ

b

ビ 

る
を
得
ず
、

||
和

に

關

す

る經
濟
上
の
諸
問

.®

:が
經 

配
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
は
、吾
人
の

合
に
獨
逸
は
何
を
以
て
之
を
決
濟
せ
ん

W

 

ら
ざ
る
は
、當
然
の
數
に
し
て
、此
點
ょ
り
云 

す

可
く
、第 

一
€

第
.五
の
«
倏
亦
矛
盾
せ
ざ 

濟
學
上
の

a

論
を
離
れ
、.

一

片
の
感
情
に
支

遺 上  

慽 の  

を 諸  

す 問  
る 題  

所 が  

な 經

敦

r

的

反

動

の

趣

向

氣

賀

勘

.

重

■
 

i 

-
 

-
 

...
 

V 

.

. 

.

.

.

.
 

.

.

. 

丨 

I.’

. 

. 

. 

I
:

歐
洲
大
戰
の
結
果

■ゼ
し

V

M

常
.の
好
承
氣

0

•我
が
：產
業

.
界
R

現
れ
し
以
來
«
狻
の
反
動
を
魅 

む
る
の

0

は
常
に
朝
野
の

a

«

に
依
办
て
唱
へ
ら
れ
、好

®

氣
の
氣

' 運

愈
，冷
熾
：.に
し
て
警
戒
の 

聲
益
冷
高
き
を
致
せ
る
は
我
が

.
財
界
兩
三
年
の
實
狀
な

&

き
"

を
抑
制
し

て.

戰
後
：に

«

す
る
，事
業
の

*

礎
を

磘
定
す
る

に
務
む

可
し
。

；

日 

眩
惑
せ

ら
れ
て

無
謀
の
事
業
擴
張
を
企
つ

る
こ
ビ

勿
れ
と
。
然
か
も
戰
亂
は
意
外
に
久
し
き 

に
ー
旦
り

て
繼
續
し
、#
潘
の

犯

發
せ

6'

反
動
.は
容
易

R

現
は
；れ
ず

.
し
て
、辕
氣
，は

益
冷
®

進
し
、妨 

課
な
る
爾
險
的
企
業
家
多
く

は

成
功
し
て
愼
重

な

る
渚
却
つ

て
其

後
に

■
:
春
.た

る

の
'
實
.ぁ
る 

R-
及
び
、
部
業

の
新
設
擴
張
は
好
綠
氣
に
伴
ふ
利
潤
の
堦
進
ど
共
に
益
冷
搬
に
行
は
れ
犮
る
の 

0

±

$
 

(

八
-a
t)

論
說
鍅
濟
的
仗

©]
'

砂趨阳
 

第一
^

八
E

日 
ぐ

急 

激 
な

.一*■る

時 事  

の 業  
最 の  

氣 膨  
に H l i


